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意見書案第３号

道路の整備に関する意見書の提出について

上記の意見書を別紙のとおり提出する。

平成２１年９月１５日

福 島 町 議 会

議 長 溝 部 幸 基 様

提出者 経済福祉常任委員会

委員長 杉 村 志 朗
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道路の整備に関する意見書

北海道は、全国の 22％を占める広大な面積に 180 の市町村からなる広域分散型社会

を形成し、道民の移動や物資の輸送の大半を自動車交通に依存しており、道路は道民

生活と経済・社会活動を支える最も重要な社会基盤である。

また、冬期の厳しい気象条件に加え多発する交通事故、自然災害時の交通障害や更

新時期を迎え老朽化する道路施設など、道路を取り巻く課題は多い。

以上のことから、高規格幹線道路から住民に密着した市町村道に至る道路網の計画

的・体系的整備はぜひとも必要であり、特に、いまだミッシングリンクの状況にあり、

全国に比べて大きく立ちおくれている高規格幹線道路ネットワークの早期形成は、圏

域間の交流・連携の強化による地域経済の活性化、道民の命にかかわる救急搬送や災

害対応といった安全で安心な生活を確保する上で不可欠である。

こうした中、地方財政は全国的な景気後退とともに税収が大きく落ち込むなど極め

て厳しく、道路特定財源が一般財源化された現在、今後の道路整備は、国、地方など

の適切な役割分担のもと必要な予算を確保するとともに、従来を超えるスピードをも

って推進することが重要である。

このような状況を踏まえ、次の事項について強く要請する。

記

１ 高規格幹線道路ネットワークの早期形成を図るため、整備中区間の早期供用を図

るとともに、抜本的見直し区間の未着手区間や基本計画区間について早期事業化を

図ること。

２ 地域の暮らしを支える道路整備に必要な予算を確保するとともに、除排雪や適時

適切な修繕など増大するストック維持に対する支援の拡充を図ること。

３ 今後の事業評価に当たっては、地域からの提案を反映させるなど、救急医療、観

光、災害対策など地域にもたらされる多様な効果を総合的に評価すること。

４ 道路整備に関する地域のさまざまな課題に対応できるよう、地域活力基盤創造交

付金制度のさらなる充実と必要額の確保を図ること。

５ 地方の財政負担の軽減に資する地方道路整備臨時貸付金制度の維持・拡充を図る

こと。

以上、地方自治法第 99 条の規定により提出する。

（議決年月日）

北海道松前郡福島町議会議長 溝 部 幸 基

提出先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 国土交通大臣


